
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

立

図

書

館

の

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

〃

担

当

課

（

室

）

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

目

次

○

岡

山

県

総

合

教

育

セ

ン

タ

ー

規

則

の

一

部

を

改

〃

正

す

る

規

則

【

規

則

】

○

岡

山

県

立

学

校

授

業

料

徴

収

条

例

施

行

規

則

の

教

育

委

員

会

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

決

裁

規

程

の

一

部

改

〃

一

部

を

改

正

す

る

規

則

正

○

岡

山

県

立

高

等

学

校

通

信

制

課

程

入

学

金

及

び

〃

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

規

程

の

一

部

改

正

〃

受

講

料

徴

収

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

局

の

組

織

及

び

事

務

教

育

委

員

会

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

立

学

校

の

管

理

運

営

に

関

す

る

規

則

の

〃

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

教

育

職

員

の

免

許

状

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

〃

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

特

別

支

援

教

育

就

学

指

導

委

員

会

に

関

〃

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

立

博

物

館

の

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

〃

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

古

代

吉

備

文

化

財

セ

ン

タ

ー

規

則

の

一

〃

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

生

涯

学

習

セ

ン

タ

ー

の

組

織

及

び

事

務

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
授
業
料
の
納
期
の
特
例
）

条
例
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業

第
二
条

料
の
納
入
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
猶
予
す
る
。

一

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う

）
第
四
条
の
認
定
を
申
請
す
る
者
の
当
該
申
請
に
係
る
法
第
六
条
第
二
項
に
規

。

定
す
る
申
請
日
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む

）
の
属
す
る

。

月
（
当
該
申
請
が
当
該
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
当
該
年
度
分
の
課
税
証
明
書
等
（
高
等
学
校
等

就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
課
税
証
明
書
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
添
付
し

。

。

て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
七
月
）
か
ら
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
（
当
該
申
請
が
前
年
度
分
の
課
税
証
明
書
等
を
添
付
し
て
行
わ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
六
月
）
ま
で
の
期
間
に
係
る
授
業
料

当
該
通
知
を
受
け
る

日
ま
で
の
間

二

受
給
権
者
（
法
第
五
条
第
一
項
の
受
給
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
法
第
十
七
条
の
規
定

。

に
よ
る
届
出
を
行
う
べ
き
日
の
属
す
る
年
度
の
七
月
か
ら
当
該
届
出
に
係
る
省
令
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
月
か
ら
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
最
初
の
就
学

支
援
金
（
法
第
三
条
第
一
項
の
就
学
支
援
金
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
支
給
し
た
と
き
に
当
該

。

就
学
支
援
金
の
額
を
通
知
す
る
も
の
に
限
る

）
若
し
く
は
省
令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

。

る
通
知
又
は
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
た
旨
の
通
知
を
受

け
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
授
業
料

当
該
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
間

２

条
例
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
給
権
者
の
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
債
権
の
弁
済
に
就
学
支
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援
金
が
充
て
ら
れ
た
授
業
料
は
、
納
期
内
に
納
入
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

条
例
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
の

納
期
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
十
五
日
以
内
と
す
る
。

一

法
第
四
条
の
認
定
を
さ
れ
な
か
っ
た
者
の
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猶
予
に
係
る
授
業
料

当
該
認
定
を
し
な
か
っ
た
旨
の
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日

二

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
省
令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月

ま
で
の
期
間
に
係
る
授
業
料

当
該
通
知
を
受
け
た
日

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
受
給
権
者
の
当
該
停
止

に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
十

二
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
授
業
料

当
該
支
給
を
再
開
し
た
旨
の
省
令
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日

四

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
ら
れ
た
受
給
権
者
の
当
該
差

し
止
め
ら
れ
た
月
か
ら
当
該
差
し
止
め
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係

る
授
業
料

当
該
通
知
を
受
け
た
日

（
条
例
の
規
定
の
読
替
え
）

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
の
納
期
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
五
条
の
規
定

第
三
条

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は

「
岡
山
県
立
学
校
授
業
料
徴
収
条
例
施
行

、

規
則
第
二
条
第
三
項
」
と
す
る
。

第
四
条
及
び
別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
三
号

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山

県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
受
講
料
の
納
期
の
特
例
）

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
学
又
は
転
入
学
の
際
に
高
等
学
校
等
就
学

第
二
条

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
四

。

条
の
認
定
を
申
請
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

）
第

。

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
間
は
、
受
講
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
。

２

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
給
権
者
（
法
第
五
条
第
一
項
の
受
給
権
者
を
い

う
。
以
下
同
じ

）
の
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
の

。

規
定
に
よ
り
そ
の
債
権
の
弁
済
に
就
学
支
援
金
（
法
第
三
条
第
一
項
の
就
学
支
援
金
を
い
う
。
以
下

同
じ

）
が
充
て
ら
れ
た
受
講
料
は
、
納
期
内
に
納
入
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

。

３

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
条
の
認
定
を
さ
れ
な
か
っ
た
者
の
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
猶
予
に
係
る
受
講
料
は
、
当
該
認
定
を
し
な
か
っ
た
旨
の
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
受
講
料
（
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
債
権
の
弁
済
に
就

学
支
援
金
が
充
て
ら
れ
た
部
分
を
除
く

）
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
納
入

。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

就
学
支
援
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
者

当
該
消
滅
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
日

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
受
給
権
者

当
該
支
給

を
再
開
し
た
旨
の
省
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
と
省
令
第
八
条
第
一
項
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の
規
定
に
よ
る
通
知
（
当
該
停
止
さ
れ
た
月
の
属
す
る
年
度
の
全
て
の
就
学
支
援
金
を
支
給
し
た

と
き
に
当
該
就
学
支
援
金
の
額
を
通
知
す
る
も
の
に
限
る

）
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

。

三

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
ら
れ
た
受
給
権
者

当
該
差

し
止
め
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
日

第
三
条
、
第
四
条
及
び
別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
指
導
班
、
学
力
向
上
対
策
班
」
を
「
振
興
班
、
指
導
班
、
学
力
向
上
対
策
班
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

岡
山
県
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
及
び
岡
山
県
い
じ
め
問
題
対
策
専
門
委
員
会
に
関
す
る

こ
と
。

第
十
二
条
第
六
号
中
「
岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会
」
を
「
岡
山
県
特
別
支
援
教
育
支

援
委
員
会
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
校
長
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
の
認
定
、
支
給
の
停
止
、
支
払
の
一
時

差
止
め
、
届
出
の
受
理
、
報
告
の
徴
収
等

別
表
第
七
中

｢
紫
風
寮

玉
野
市
八
浜
町
大
崎
四
八
七

二
一

女
子

二
四

－

笠

岡

さ
く
ら
寮

笠
岡
市
笠
岡
五
一
八
九

女
子

四
四

岡
山
県
立

高
等
学
校

笠
岡
工
業

笠
岡
商
業

鴨

方

｣

を

｢

紫
風
寮

玉
野
市
八
浜
町
大
崎
四
八
七

二
一

女
子

二
四

－

｣
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に
、

｢

岡
山
県
立
真
庭
高
等
学
校

白
梅
寮

真
庭
市
落
合
垂
水
一
〇
六
四

女
子

四
四

や
ま
な
み
寮

真
庭
市
中
島
一
四
三

男
子

一
六

｣

を

｢

勝
山

男
子

三

岡
山
県
立

高
等
学
校

白
雲
寮

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
一
四
一

蒜
山

女
子

三

岡
山
県
立
真
庭
高
等
学
校

や
ま
な
み
寮

真
庭
市
中
島
一
四
三

男
子

一
六

白
梅
寮

真
庭
市
落
合
垂
水
一
〇
六
四

女
子

四
四

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
市
町
村
長
」
を
「
市
区
町
村
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
六
第
一
号
中
「
（
文
部
省
令
」
を
「
（
文
部
科
学
省
令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
別
表
第
六
備
考
第
三
」
を
「
別
表
第
六
備
考
第
三
号
」
に
、
「
替
え
て
」
を

「
代
え
て
」
に
、
「
第
六
十
九
条
の
二
の
各
号
」
を
「
第
六
十
九
条
の
二
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
附
則
第
三
十
四
項
及
び
第
三
十
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
」
に
、
「
第

一
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
改
め
、
「
看
護
師
養
成
施
設
」
の
下
に
「
（
免
許
法
施
行
規
則
附
則

第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
看
護
師
養
成
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
第
十
八
項
」
を
「
、
第
十
八
項
又
は
第
十
九
項
」
に
、
「
よ
り
、
」

を
「
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
附
則
第
十
八
項
の
表
の
第
二
欄
」
を
「
若
し
く
は
附
則

第
十
八
項
の
表
の
第
二
欄
又
は
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第

十
八
項
後
段
」
を
「
、
第
十
八
項
後
段
又
は
第
十
九
項
後
段
」
に
、
「
前
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
教
育
職
員
免
許
状
書
換
申
請
書
」
を
「
教
育
職
員
免
許
状
書
換
え
申
請
書
」
に

改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
附
則
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
八
項
」
に
、
「
市
町
村
立
学
校
」
を
「
市
町
村
立

（
組
合
立
を
含
む
。
）
の
学
校
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
あ
つ
て
は
、
」
及
び
「
つ
い
て
は
、
」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
附
則
第
十
八
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
二
十
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
中
「
教
育
職
員
免
許
状
書
換
・
再
交
付
申
請
書
」
を
「
教
育
職
員
免
許
状

書
換
え
・
再
交
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
九
の
表
中
「
附
則
第
十
項
」
を
「
附
則
第
十
四
項
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
十
の
表
中

「
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
項
」
を
「
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五
項
」
に
改
め
、
別
表
第
二

の
十
一
の
表
中
「
附
則
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
六
項
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
十
二
の
表
中
「
附
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則
第
三
十
一
項
及
び
第
三
十
二
項
」
を
「
附
則
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
」
に
改
め
、
「
免
許
法

施
行
規
則
附
則
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

現
住
所

「現
住
所

「

様
式
第
一
号
中

を

（

）

旧
免
許
状
所
持
確
認
欄

有
・
無

」

連
絡
先
Ｔ
Ｅ
Ｌ

－
－

」

旧
免
許
状
所
持
確
認
欄

有
・
無

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

全
て
の
単
位
を
修
得
し
た

所
要
資
格
等
を
取
得
し
た

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岡
山
県
特
別
支
援
教
育
支
援
委
員
会
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
児
童
生
徒
」
を
「
児
童
生
徒
等
」
に

「
就
学
指
導
を
」
を
「
就
学
又
は
転
学
及
び
そ

、

の
後
の
一
貫
し
た
支
援
に
関
す
る
指
導
を

に

岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会

を

岡

」

、「

」

「

山
県
特
別
支
援
教
育
支
援
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「

所
掌
事
項

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
就
学
」
の
下
に
「
又
は
転

（

）

学
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
入
学
す
る
」
を
「
就
学
し
、
又
は
転
学
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
就
学
指
導
」
を
「
就
学
又
は
転
学
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

県
立
の
特
別
支
援
学
校
か
ら
小
学
校
、
中
学
校
等
に
転
学
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
者

「

」

「

」

第
二
条
第
二
項
中

障
害
児
の
就
学
指
導

を

障
害
を
有
す
る
児
童
生
徒
等
へ
の
一
貫
し
た
支
援

に

「
事
業
」
を
「
指
導
」
に
改
め
る
。

、第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
つ
て
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
児
童
生
徒
」
を
「
児
童
生
徒
等
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
第
一
条
に
規
定
す
る
岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会
は
、
改
正
後
の
第
一
条

に
規
定
す
る
岡
山
県
特
別
支
援
教
育
支
援
委
員
会
と
な
り
、
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す

る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岡
山
県
立
博
物
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
博
物
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
博
物
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
総
務
課
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

会
計
経
理
に
係
る
軽
易
な
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
総
務
課
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

会
計
経
理
に
係
る
軽
易
な
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
総
務
課
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

会
計
経
理
に
係
る
軽
易
な
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

岡
山
県
立
図
書
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
図
書
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

岡
山
県
立
図
書
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則

平
成
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
総
務
・
メ
デ
ィ
ア
課
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

会
計
経
理
に
係
る
軽
易
な
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

岡
山
県
教
育
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
六
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

情
報
教
育
部
は
、
情
報
化
に
対
応
し
た
教
育
に
関
す
る
研
修
、
調
査
研
究
及
び
援
助
に
関
す
る
事

務
を
分
掌
す
る
。

別
表
課
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

会
計
経
理
に
係
る
軽
易
な
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
一
条
中
「
知
事
及
び
」
を
「
知
事
又
は
」
に

「
以
下
」
を
「
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改

、

め

「
い
う

」
の
下
に
「
並
び
に
知
事
か
ら
教
育
事
務
所
長
に
委
任
し
た
権
限
に
属
す
る
事
務
（
次

、

。
）

条
に
お
い
て
「
教
育
長
等
の
権
限
に
属
す
る
事
務
」
と
総
称
す
る

」
を
加
え
る
。

。
）

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
」
を
「
教
育
長
等
の
権
限
に
属
す

る
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
教
育
長
」
の
下
に
「
、
教
育
事
務
所
長
」
を
加
え
る
。

岡
山
県
特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
委
員
会

岡
山
県
特

別
表
第
二
特
別
支
援
教
育
の
項
４
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
支
援
教
育
支
援
委
員
会

別
表
第
三
中

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

22

23

総
務
課

2
2
会
計
経
理
に
係
る
軽
易
な
事
務

長
に
限

○

。

る

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

岡
山
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
の
う
ち
、
郵
送
す
る
も
の
」
を
削
り

「
主
務
課
に
お
い
て
、
封
入
」
を

、

「
各
課
に
お
い
て
、
文
書
副
管
理
者
の
審
査
を
受
け
た
後
、
封
入
し

」
に
改
め

「
、
料
金
後
納
郵

、

、

便
物
差
出
票
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
る
も
の
」
を
「
に
よ
り
発

送
す
る
発
送
文
書
」
に
改
め

「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
文
書
副
管
理
者
の
審
査
を
受
け
た
後
」
を

、

加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
場
合
は
」
の
下
に
「
、
各
課
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

様
式
第
８
号附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外


